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役場の窓辺から  ya kuba  no  m adob e ka ra
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中村久信の後を息子が引き 継ぎまし た。

役場の窓辺から  ya kuba  no  m adob e ka ra

【 問】 総務課自治防災室 ☎（ 5 6 ）2 2 2 0

・ 指定緊急避難場所

・ 自主避難先

 （ 親戚や知人宅、ホテル等）

避難先 事前の行動と 準備

・  避難経路が安全か

・  自主避難先が安全か

・  避難先へ持って行く も の

・  防災計画や個別避難計画など

みんなで取り組む
防災・ 減災 Vo l .❷ 避難先と 避難の方法

さ ま ざま な避難の方法
　 一人ひと り 世帯ごと に合う「 避難方法」と「 避難先」について確認し ておき ま し ょ う 。避難する 際には、

今いる 場所や今から 行く 場所で災害が起こ る 可能性がある 、 も し く は災害が起き ている 状況になり

ま す。 安全に避難する ために、 今回は一例を紹介さ せていただき ま す。

避難の心得
　 災害時避難において最も 重要なこ と は、「 安全な場所」 に「 早めに避難」 する こ と です。「 自分た

ちの命は、 ま ず自分たちで守る 」 と いう 心構えを も ち、 常に落ち着いて行動でき る よ う 考えておき

ま し ょ う 。

　 全ての場合で、 ハザード マッ プなど を見て、 安全かどう かを確認し てく ださ い。

　 確認方法は広報かわねほんちょ う ２ 月号「 みんなで取り 組む防災・ 減災 V ol.１ 」 で紹介し ていま す。

災害時に町民のみなさ んに実践し ていただきたい「 命を守る行動・ 知識」を毎月お伝えし ていきます。災害時に町民のみなさ んに実践し ていただきたい「 命を守る行動・ 知識」を毎月お伝えし ていきます。

次回は「 避難場所、避難所での生活」を 掲載予定

・ 上階へ移動

・ 上層階に留まる

過去に掲載した

「 防災・ 減災の取り 組み」は、

右のQ Rコ ード からアクセス

・  家屋倒壊等氾濫想定区域、
  浸水想定区域など

・  浸水などの対策

・  孤立に備え飲食料や燃料を準備

屋内安全確保

（ 垂直避難）

立ち退き 避難

（ 水平避難）

確 

認

●大雨警報などの
　 気象情報を収集

●避難の
　 タ イミ ングを
　 考える

●お年寄り や子ども 、
　 病気の方などは
　 早めに避難

●協力し て避難

●濡れても いい服装や、
　 動きやすい格好避難

●２人以上での避難

●夜間や浸水が
　 始まってから の
　 避難は危険が多い

●避難情報を待たずに
　 できるだけ
　 早めに避難

［ 逃げ遅れたと きは］
【 浸水害の場合】

●丈夫な建物の、
　 高い所へ
　 一時的に避難

【 土砂災害の場合】

●山と 反対側の
　 建物の上の階に
　 移動し 、
　 自分の身を守る

静岡県パート ナーシップ宣誓制度が始まり ます
　 県では、令和５ 年３月１日から「 静岡県パート ナーシップ宣誓制度」を開始します。

〈 制度の概要〉

　 お互いを人生のパート ナーとして認め合った二人が協力して共同生活を行う ことを宣誓し、県がその宣誓

書を受領したことを証明する制度です。

〈 制度の目的〉

　 本制度は、法律上の婚姻と は異なり 、法的な効力（ 相続、税金の控除等）が生じるものではありませんが、

婚姻が認められていない同性カップルや、様 な々事情により 婚姻の届出をしない、あるいはできないカップル

の気持ちを尊重し 、カップルが抱える生きづらさや困りごと が少しでも解消され、誰もが人生のパート ナーと

安心して暮らせる社会の実現を目指します。

〈 宣誓できる方〉 次のすべての要件を満たす必要があります。

　 ①双方が成年に達していること（ 満18歳以上）

　 ②どちらか一人は静岡県民であること（ 転入予定を含む）

　 ③配偶者がいないこと

　 ④宣誓者以外の人と パート ナーシップ関係にないこと

　 ⑤宣誓者同士が近親者でないこと（ パート ナーシップに基づく養子縁組を除く）

〈 パート ナーシッ プ宣誓により 利用できるサービスの例〉

● 川根本町の行政サービス

　 町営住宅への入居申込（ くらし環境課）

　 結婚祝い金の支給（ 企画課）

　 結婚記念品（ 川根茶）の贈呈（ 農林課）

　 パート ナーの子に対する保護者同様の扱い（ 健康福祉課）　 など

● 民間サービス

　 病院での面会・ 手術の同意、生命保険の受取人指定、住宅ローンでの配偶者扱い、携帯電話の家族割

引などが利用できる場合があります。

　 サービスごとに所定の要件があります。サービス実施の有無を含め、詳しくは担当課や民間各社にお問い

合わせください。

今後も、利用できるサービスの拡充に努めてまいります。

☆宣誓の手続きや利用可能になる行政サービスについてなど、

　 詳しく は県ホームページをご覧く ださ い。

　 http s://w w w .p re f.sh izuo ka .j p /kenm in/km -1 5 0 /se ino tayo use i/p a rtnersh ip 2 .h tm l

● 町民・ 事業者のみなさ まへ

　 本制度は、一人ひとり の人権を尊重し、多様性を認め合う 社会の実現のために開始します。

趣旨を御理解いただき、本制度利用者が婚姻をしている方 と々 同じサービスや対応を受けること ができるよ

う 、ご協力をお願いします。 【 問】企画課 まちづく り 推進室 ☎（ 5 6 ）2 2 2 1
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〈 町民・ 事業者のみなさ まへ〉

　 本制度は、一人ひとり の人権を尊重し、多様性を認め合う 社会の実現のために開始します。

趣旨をご理解いただき、本制度利用者が婚姻をしている方 と々 同じサービスや対応を受けること ができるよ

う 、ご協力をお願いします。

https://www.pref.shizuoka.jp/kenmin/km-150/seinotayousei/partnership2.html
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